
農
業
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い

手
サ
ミ
ッ

ト
推
進
班

航
空
宇
宙

産
業
班 号

外

七�
平

成
二
十
八
年

四

月
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十
八
日

農
政
部

農
業
担
い
手
サ
ミ
ッ
ト

推
進
事
務
局
長

商
工
労
働
部

航
空
宇
宙
産
業
課
長

災
害
対
策
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

テ
ク
ノ
プ
ラ
ザ
エ
リ
ア
関
連
施
設(

航
空
宇
宙
産

業
課
所
管
分)

の
災
害
対
策
及
び
連
絡
調
整
に
関
す

る
こ
と
。
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次
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則
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阜
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災
害
対
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本
部
に
関
す
る
条
例
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行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

(

防

災

課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
五
十
三
号

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
災
害
対
策
本
部
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
八
十
九
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
商
工
労
働
部
の
部
新
産
業
振
興
班
の
項
中｢

新
産
業
振
興
班｣

を｢

新
産
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー

振
興
班｣

に
、｢

新
産
業
振
興
課
長｣

を｢

新
産
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
振
興
課
長｣

に
改
め
、
同
項
第
一

号
中｢

新
産
業
振
興
課｣

を｢

新
産
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
振
興
課｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中｢(

新
産

業
振
興
課
所
管
分)｣

を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
二
農
政
部
の
部
農
地
整
備
班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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こ
の
規
則
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平
成
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五
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日
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ら
施
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す
る
。
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